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　三田出身の蘭学者・川
か わ も と

本幸
こ う み ん

民が残した日本
人初のビール醸造研究の業績にちなみ、毎年
11 月３日に実施している ｢ 三田ビール検定 ｣
を一緒に盛り上げていただける事業者を募集
します。
対象＝
①検定当日または検定日を含む一定期間に、
受検者などを対象とした商品やサービスの
割引・特典を提供できる事業者 ( 協賛内容の
一覧は市で作成し、受検者などに配布予定 )
② ｢ 三田ビール検定 合格者のつどい ( ３年
２月頃に開催 ) ｣ に協賛品 ( ノベルティグッ
ズ等も可 ) を提供できる事業者

特典＝
( 1 ) 検定の募集チラシに事業者名を掲載
※チラシは、過去の受検者へ送付、市内外
公共施設などへ設置
( 2 ) 市ホームページに事業者名・協賛内容
を掲載
( 3 ) ｢ 三田ビール検定協賛店タペストリー ｣
の提供

申 し 込 み・ 問 い 合 わ せ ＝ ３ 月 31 日 ま で
に、事業者名・代表者名・担当者名・住
所・電話・メールアドレス・協賛内容を、
ファクス、e メールで、まちのブランド観
光課 ( 559-5217 FAX 559-5024 e メール 
machibrand@city.sanda.lg.jp )
※協賛申込書やビール検定の開催
概要は、市ホームページ ( 右記
二次元コード ) をご覧ください。

みんなで盛り上げよう！

「第４回三田ビール検定」
協賛事業者
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　３年４月に小・中学校・特別支援学校へ入
学・転校予定で特別な配慮が必要な子ども、
特別支援学級などへの入級・転籍を検討して
いる子どもの保護者と在籍校園所の職員を対
象に説明会を開催します。
日時＝５月８日 ( 金 ) ①９時 45 分～ 11 時
15 分 ② 14 時 15 分～ 15 時 45 分
場所＝総合福祉保健センター第１・２会議室
内容＝市の特別支援教育の概要、就学までの
流れ、先輩保護者からのお話
申し込み・問い合わせ＝ 5 月 1 日までに、
子どもの名前・住所・在籍校園所名・学年・
参加時間帯を記入し、ファクスまたは e メー
ル で、 学 校 教 育 課 ( 559-5204 FAX 559-
6400 e メール kkyoik_u@city.sanda.lg.jp ）
※在籍校園所を通じた申し込みも可

３年４月入学者など対象

特別支援教育就学説明会

できることから始めてみませんか？

小・中・特別支援学校
学校支援ボランティア

　地域の子どもを一緒に育て、学校をサポー
トしていただける人を募集します。
活動内容＝
( 1 ) 環境支援：草刈、花壇の管理、植木の
管理・剪

せ ん て い

定、図書整理や貸出など
( 2 ) 教育支援：クラブ活動・部活動、各教
科での指導補助、校外学習への引率補助、
教員の補助など

注意事項＝
①報酬・交通費の支給はありません 
②登録者の情報は、活動地区の学校や地域
コーディネーターに渡します 
③学校の要請に基づく活動のため、登録者
全員に支援の依頼がない場合もあります 
④ボランティア活動中の事故等については、
市が加入する保険で対応します

申し込み・問い合わせ＝学校支援ボランティ
ア登録申込書 ( 市ホームページからダウン
ロード、各市民センターに備え付け ) に必
要事項を記入し、ファクス、e メール、窓口、
郵送で、〒 669-1595 三輪 2-1-1 市役所本
庁舎２階 健やか育成課 ( 559-
5046 FAX 563-3611 e メ ー ル
sukoyaka@city.sanda.lg.jp )

　市では、ごみの減量化と貴重な資源の再利
用・資源化を推進するために、再生資源集団
回収を行う団体に対し、回収量に応じて奨励
金を交付しています。
対象団体＝自治区・自治会、PTA、婦人会、
老人クラブ、子ども会などの地域団体、小
規模作業所などの福祉団体
対象品目＝新聞、雑誌、雑がみ、段ボール、
紙パック、布類、びん、アルミ缶、スチー
ル缶などの金属類
条件＝年３回以上定期的に集団回収を実施
( 事前登録が必要 ) など
奨励金＝回収量に応じて奨励金を交付しま
す。( １キログラムあたり３円 )
申し込み・問い合わせ＝クリーン
センター ( 563-5551 FAX 563-
6672 )
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再生資源 集団回収運動
登録団体

市役所窓口で L
ラ イ ン
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ペ イ

ay による

キャッシュレス決済を始めます

　市では、社会全体でキャッシュレス化が進
む中で、窓口サービスの向上を図るため各種
証明書発行手数料、施設使用料等の支払いに
スマホ QR コード決済の一つである ｢ LINE 
Pay ｣ を導入します。ぜひご活用ください！

LINE Pay  での支払い方法＝各施設・部署窓
口に掲示の QR コードをスマートフォンの
アプリ LINE Pay で読み取って支払います。
注意事項＝ QR コード決済では領収書 ( 出納
印を押印したもの ) は発行できません。

【 LINE Pay での支払いが可能なサービス 】

( １) 市役所本庁舎　

( ２) 各市民センターなど

( ３) 指定管理者管理施設

問い合わせ＝会計課 ( 559-5151 FAX 563-
6490 )

※ QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

対象 支払い窓口

住宅用家屋証明手数料
資料複写料金

税務課

市史販売料金 文化スポーツ課

税務証明手数料
戸籍関係証明等手数料
住民票関係証明等手数料
印鑑証明等手数料

市民課

農用地区域証明手数料
農業用施設用地証明手数料

農村整備課

都市計画区域証明手数料
都市計画図面販売料金

都市計画課

高齢者運賃助成自己負担金 交通まちづくり課

犬の登録手数料
犬の鑑札再交付手数料
狂犬病予防注射済票交付・再
交付手数料
墓地永代使用料
墓地維持管理手数料

環境創造課

非農地等証明手数料 農業委員会

施設名・対象科目 支払い窓口

総合福祉保健センター / 
施設使用料

市社会福祉協議会

対象 支払い窓口

施設使用料
市史販売料金

まちづくり協働
センター

税務証明手数料
戸籍関係証明等手数料
住民票関係証明等手数料
印鑑証明等手数料
施設使用料
高齢者運賃助成自己負担金
市史販売料金
指定ごみ袋販売料金

各市民センター

食育講座材料費
子育て交流ひろば会場使用料

多世代交流館

持ち込みごみ処理手数料 クリーンセンター

高齢者運賃助成自己負担金 健康増進課

４月 1 日利用開始！国民健康保険の加入・脱退
14 日以内に届出を

　加入・脱退手続きは自動的にできませんの
で、14 日以内に届出をしてください。
※加入の届出が遅れると、資格取得日までさ
かのぼって ( 最高３年 ) 保険税を納付してい
ただくことになりますので、ご注意ください。
※４月初旬は混み合うため、長時間お待たせ
する場合があります。
対象・手続きに必要なもの ＝
≪加入≫…会社を退職し社会保険の資格が
なくなった人や被扶養者でなくなった人 / 
①健康保険資格喪失証明書 ②印鑑 ③免許
証等の本人確認ができるもの
≪脱退≫…国保の加入者が就職などで職場
の健康保険に加入したり、被扶養者になっ
た人 / ①新しい保険証 ( 健康保険資格取得
証明書でも可 ) ②国民健康保険証 ③印鑑

届出・問い合わせ＝市役所本庁舎１階 国保
医療課 ( 559-5050 FAX 559-2636 )


